
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 計画段階環境配慮書 

に関する内容 
  



第 4 章 計画段階環境配慮書に関する内容 

住吉漁港土砂受入地整備事業は、有明海沿岸の漁港で発生する浚渫土砂の受け入れを図る目

的で「住吉漁港土砂受入地整備事業に係る計画段階環境配慮書」を令和 5 年 2 月に作成し、令

和 5年 2月 14 日から 30 日間の縦覧に供するとともに、熊本県知事及び関係市町(熊本市、宇城

市)に送付した。 

その後の配慮書に対する熊本県知事、一般意見を受けて、環境面、社会面から事業計画を決

定した。 

本章では、配慮書の内容を「4.1 複数案の設定」、「4.2 計画段階配慮事項等の選定」、「4.3 計

画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果」に、配慮書に対する意見と意見に対する事

業者の見解を「4.4 配慮書に対する意見の概要と事業者の見解」に、環境の保全の配慮に係る

検討の経緯等を「4.5 環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容」に整理した。 
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4.1 複数案の設定 

本事業は公有水面埋め立て事業であり、埋め立て面積は約 15.8ha であることから、「熊本県

環境影響評価条例」（平成 12 年 6 月 21 日条例第 61 号）の対象事業（規模要件：面積 25ha 以上

（干潟等地域を含む場合は面積 5ha 以上））に該当する。 

また、「熊本県環境影響評価技術指針」（平成 12年 12 月 20 日告示第 1011 号の 2）（以下、「技

術指針」という。）では、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、対象事業を実施する

区域の位置、対象事業の規模又は対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の

案を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするも

のとしている。 

このため、本事業では対象事業の規模について、複数案を設定した。 
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設定した複数案を表 4.1-1 及び図 4.1-1 に示す。 

複数案は環境に係る選定条件等に基づき、2案を選定した。 

本事業を行う上で、宇土市が管理する住吉漁港、長浜漁港、網田漁港の漁業協同組合へ意向

を確認し、住吉漁港への埋立てが希望された。なお、当該地は現在、漁場として利用されてい

ない。 

埋立を実施しない場合の処理方法として、一般的に「深掘部への埋め戻し、海底への覆砂へ

の有効利用」や「人工海浜・干潟等の造成等への有効活用」が考えられる。本事業では、土砂搬

出量が多いこと、搬入する土砂が泥質土であることから全ての浚渫土砂の有効活用は難しく、

埋立てを実施しない案は複数案に含めないこととした。 

また、埋立地の選定として、採掘跡地等のような陸上のくぼ地に埋め立てるケースがある。

本事業における埋立地の選定にあたってそのようなくぼ地はなく、陸上埋立の場合は現況より

高く埋立てたり、山中の盛土の土砂災害に発展する恐れがあることから陸上の埋立についても

複数案に含めないこととした。 

 

表 4.1-1 複数案の設定 

複数案 
埋立土量 

(万 m3) 

埋立区域の面積 

(ha) 
概 要 

A 案 約 74 約 20.8 

・住吉漁港の東側に新たな土砂受入地を設置し、住吉

自然公園西側近傍まで整備を実施する案。 

・B 案と比較して整備可能面積が大きく、受入容量が

多くなる。 

B 案 約 56 約 15.8 
・住吉漁港の東側に新たな土砂受入地を設置し、住吉

自然公園西側手前までを整備する案。 

【環境に係る選定条件】 

・自然環境に対する影響 

 藻場、自然海岸 

・船舶航行の安全性に対する影響 

 船舶航行の多い海域・航路に該当しない場所 

・土砂受入地の将来の土地利用に対する影響 

 陸域と接している場所 

注)計画段階環境配慮書では、【環境に係る選定条件】の「・自然環境に対する影響」で『自然公園区域等に該当

しない場所』を記載していたが、配慮書の審議の過程で事業実施想定区域は「三角大矢野海浜県立自然公園」

内にあるとの指摘を受け、公園の範囲を確認した結果、両案とも県立自然公園区域に含まれるため、選定条件

として不適切であると判断し、選定条件から『自然公園区域等に該当しない場所』を削除した。 
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4.2 計画段階配慮事項等の選定 

4.2.1 計画段階配慮事項の選定 

1) 事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある環境要因の抽出 

事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因（以下、「影響要因」という。）は、「熊本県

環境影響評価条例」第 4条 1 項の規定により策定された「技術指針」第 2条の 5第 2項に基づ

き抽出した。 

なお、配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等が決まるような熟度で

ないこと、工事中の影響は一時的であることから、工事の実施による影響は対象としないこと

とした。 

抽出した影響要因を表 4.2-1 に示す。 

 

表 4.2-1 想定される事業活動の内容と影響要因 

時期 影響要因 想定される事業活動の内容 

土地又は工作物の存

在及び供用 
埋立地の存在 

【埋立地の出現】 

埋立地の存在に伴い潮流、水質、地形及び地質等が変化

するおそれがある。 
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2) 環境要素の区分毎の事業特性及び地域特性 

計画段階配慮事項の選定に係る検討に当たり、「熊本県環境影響評価技術指針」第 2条の 5 第

1 項に基づき、事業特性及び地域特性についての情報を整理した。 

環境要素の区分毎の事業特性及び地域特性に係る整理結果を表 4.2-2 に示す。 

 

表 4.2-2(1) 事業特性及び地域特性に係る整理結果 

環境要素の区分 
事業特性 

(埋立地の存在) 

地域特性 

①環境影響を受け

やすい地域又は

対象 

②環境保全の観点から

法令等により指定さ

れた地域又は対象 

③環境が悪化又は

そのおそれのあ

る地域又は対象 

大
気
環
境 

大気質 
・大気汚染物質の発生

は想定されない。 

・学校は 1.3km 程

度、病院は3.5km

程度、人口集中

地区は 6km 程度

離れた場所に位

置する。 

－ 

・最寄りの大気汚染

常時監視測定局

の光化学オキシ

ダントは、環境基

準を達成してい

ない。 

騒音 
・騒音の発生は想定さ

れない。 

・事業実施想定区域に

接する陸域は、「環境

基本法」に係る C類

型、「騒音規制法」に

係る第 1号区域等に

指定されている。 

・事業実施想定区域

及びその周辺で

は、昼間・夜間共

に環境基準を達

成していない地

点が存在する。 

振動 
・振動の発生は想定さ

れない。 

・事業実施想定区域に

接する陸域は、「振動

規制法」に係る第 1

号区域に指定されて

いる。 

－ 

低周波音 
・低周波音の発生は想

定されない。 
－ － 

悪臭 
・悪臭の発生は想定さ

れない。 

・事業実施想定区域に

接する陸域は、「悪臭

防止法」に係る A地

域に指定されてい

る。 

－ 
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表 4.2-2(2) 事業特性及び地域特性に係る整理結果 

環境要素の区分 
事業特性 

(埋立地の存在) 

地域特性 

①環境影響を受け

やすい地域又は

対象 

②環境保全の観点から

法令等により指定さ

れた地域又は対象 

③環境が悪化又は

そのおそれのあ

る地域又は対象 

水
環
境 水象 

・埋立地の存在により

海域の流向及び流速

に影響が及ぶおそれ

がある。 

・周辺海域には、閉

鎖性海域である

有明海や熊本新

港、長部田港、長

浜漁港等が存在

する。 

－ － 

水質 

・埋立地の存在に伴う

潮流等の変化により

水質に影響が及ぶお

それがある。 

・事業実施想定区域

は、「環境基本法」に

係る A 類型及びⅢ類

型に指定されてい

る。 

・事業実施想定区

域の周辺海域の

化学的酸素要求

量は、環境基準

を達成していな

い地点が存在す

る。 

水底の底質 

・埋立地の存在に伴う

潮流等の変化により

水底の底質に影響が

及ぶおそれがある。 

－ － 

地下水の水

象及び水質 

・地下水の水象及び水

質に影響を及ぼす行

為は想定されない。 

－ － － 

土
壌
に
係
る
環
境 

地形 

及び地質 

・埋立地の存在に伴う

潮流等の変化により

重要な地形及び地質

に影響が及ぶおそれ

がある。 

・周辺海域には、重

要な地形及び地

質として干潟が

存在する。 

－ － 

地盤 

・地盤沈下をもたらす

構造物等の設置がな

く、地盤沈下の影響

は想定されない。 

－ 

・熊本県地下水保全条

例により、熊本市、

宇土市が「熊本周辺

地域」、宇城市が「八

代地域」として指定

されている。 

－ 

土壌 

・土壌汚染をもたらす

廃棄物等の受け入れ

を想定しておらず、

土壌の影響はないと

考えられる。 

－ 

・事業実施想定区域及

びその周辺では「土

壌汚染対策法」に基

づく要措置区域及び

形質変更時要届出区

域はない。 

－ 
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表 4.2-2(3) 事業特性及び地域特性に係る整理結果 

環境要素

の区分 

事業特性 

(埋立地の存在) 

地域特性 

①環境影響を受けやす

い場、種等 

②環境保全の観点から法令等により

指定された場、種等 

③法令等によ

り指定され

ていないが

地域により

注目されて

いる場、種

等 

動物 
・干潟の直接改変

により海域に生

息、生育する動

物、植物に影響

が及ぶおそれが

ある。 

・事業実施想定区域及

びその周辺には、重

要な種の生息・生育

環境となっている干

潟等が存在する。 

・事業実施想定区域及びその周辺に

おける干潟等の海域では、哺乳類

で1目 1科 1種、爬虫類・両生類で

1目 1科 1種、鳥類で4目11科 42

種、魚類で6目 10科 36種、貝類で

14 目 42 科 77 種、その他で 7 門 7

綱 11目 23科 44種の重要な動物の

生息の可能性が考えられる。 

－ 

植物 

・事業実施想定区域及びその周辺に

おける干潟等の海域では、1目1科

3 種の重要な植物の生育の可能性

が考えられる。 

－ 

生態系 

・重要海域及び干

潟の直接改変に

より地域を特徴

づける生態系に

影響が及ぶおそ

れがある。 

・周辺海域には、生物多様性の観点か

ら重要度の高い海域である有明海

沿岸が存在する。 

－ 

景観 

・景観資源である

夫婦岩の直接改

変となる。 

・事業実施想定区域及

びその周辺には、有

明海、渡り鳥の主要

な景観資源が存在す

る。 

・事業実施想定区域及

びその周辺には、長

部田海床路、風流島

等の主要な眺望点が

存在する。 

・事業実施想定区域及びその周辺に

は、宇土市指定文化財に指定され

ている住吉自然公園が存在する。 

－ 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

・埋立地の存在に

より主要な人と

自然との触れあ

いの活動の場に

影響が及ぶおそ

れがある。 

・事業実施想定区域の

周辺海域には、長浜

海岸やつつじヶ丘農

村公園等の人と自然

との触れ合いの活動

の場が存在する。 

・事業実施想定区域及びその周辺に

は、宇土市指定文化財に指定され

ている住吉自然公園が存在する。 

－ 
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表 4.2-2(4) 事業特性及び地域特性に係る整理結果 

環境要素の区分 
事業特性 

(埋立地の存在) 

地域特性 

①環境影響を受

けやすい地域

又は対象 

②環境保全の観点から

法令等により指定さ

れた地域又は対象 

③環境が悪化又はそ

のおそれのある地

域又は対象 

廃棄物等 
・建設副産物の発生

は想定されない。 
－ － － 

放射線の量 
・放射線の発生は想

定されない。 
－ － － 

文化財 

・文化財の直接改変

はなく、文化財へ

の影響は想定さ

れない。 

－ 

・事業実施想定区域及

びその周辺には、史

跡が 18箇所、天然記

念物が 2か所存在す

る。 

－ 

 

 

3) 計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る計画段階配慮事項は、整理した事業特性及び地域特性を踏まえ、抽出した影響

要因により重大な影響をうけるおそれのある項目を選定した。 

選定した計画段階配慮事項を表 4.2-3 に、選定及び非選定の理由を表 4.2-4 に示す。 
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表 4.2-3 計画段階配慮事項の選定 

環境要因の区分 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作

物の存在 

堤
防
及
び
護
岸
の
工
事 

埋
立
の
工
事 

埋
立
地
の
存
在 

環境の自然的構成要素の良好な状

態の保持を旨として調査、予測及

び評価されるべき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物   

粉じん等   

騒音   

振動   

低周波音    

悪臭    

水環境 

水象 流向及び流速   ○ 

水質 
水の汚れ   ○ 

水の濁り   

水底の底質    

地下水の水象及び水質    

土壌に係る

環境 

地形及

び地質 
重要な地形及び地質 

  
○ 

地盤    

土壌    

生物の多様性の確保及び自然環境

の体系的保全を旨として調査、予

測及び評価されるべき環境要素 

動物 

重要な種及び群集並びに注目すべき生

息域(海域に生息するものを除く。) 

  
 

海域に生息する動物   ○ 

植物 

重要な種及び群集並びに注目すべき生

育域(海域に生育するものを除く。) 

  
 

海域に生育する植物   ○ 

生態系 地域を特徴づける生態系   ○ 

人と自然との豊かな触れ合いの確

保を旨として調査、予測及び評価

されるべき環境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源並びに主要

な眺望景観 

  
○ 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの活動の

場 

 

○ 

環境への負荷の量の程度により予

測及び評価されるべき環境要素 
廃棄物等 建設工事に伴う副産物 

  
 

一般環境中の放射性物質について

調査、予測及び評価されるべき環

境要素 

放射線の量 

  

 

文化財の保全を旨として調査、予

測及び評価されるべき環境要素 
文化財 

  
 

注)「〇」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。  
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表 4.2-4(1) 「土地又は工作物の存在」に係る計画段階配慮事項の選定及び非選定の理由 

環境要素の区分 選定 選定した理由または選定しなかった理由 

大気環境 

大気質 

二酸化窒素  
埋立地の存在による窒素酸化物の発生は想定されない

ことから、計画段階配慮事項に選定しない。 

粉じん等  
埋立地の存在による粉じんの発生は想定されないこと

から、計画段階配慮事項に選定しない。 

騒音  
埋立地の存在による騒音の発生は想定されないことか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

振動  
埋立地の存在による振動の発生は想定されないことか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

低周波音  
埋立地の存在による低周波音の発生は想定されないこ

とから、計画段階配慮事項に選定しない。 

悪臭  
埋立地の存在による悪臭の発生は想定されないことか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

水環境 

水象 
流向及び流

速 
○ 

埋立地の存在に伴い海域の流向及び流速に影響が及ぶ

おそれがあることから、計画段階配慮事項に選定する。 

水質 

水の汚れ ○ 

埋立地の存在に伴う潮流等の変化により、事業実施想

定区域の周辺海域における化学的酸素要求量の濃度分布

に影響が及ぶおそれがあることから、計画段階配慮事項

に選定する。 

水の濁り  
埋立地の存在による水の濁りは想定されないことか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

水底の底質  

埋立地の存在による底質への影響は、埋立地の存在に

よる水質の変化に伴う影響と考えられることから、水質

で検討するため、計画段階配慮事項に選定しない。 

地下水の水象及び水質  

本事業では地下水の水象及び水質に影響を及ぼす行為

は想定されないことから、計画段階配慮事項に選定しな

い。 

土壌に係る環境 

地形及び

地質 

重要な地形

及び地質 
○ 

事業実施想定区域及びその周辺において重要な地形及

び地質である干潟等の存在が確認されている。 

埋立地の存在に伴う潮流等の変化により、事業実施想

定区域及びその周辺における重要な地形及び地質に影響

が及ぶおそれがあることから、計画段階配慮事項に選定

する。 

地盤  

本事業では地盤沈下をもたらす構造物等の設置がな

く、本事業による地盤沈下の影響は想定されないことか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

土壌  

本事業では土壌汚染をもたらす廃棄物等の受け入れを

想定しておらず、本事業による土壌の影響は想定されな

いことから、計画段階配慮事項に選定しない。 

注)「〇」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。 
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表 4.2-4(2) 「土地又は工作物の存在」に係る計画段階配慮事項の選定及び非選定の理由 

環境要素の区分 選定 選定した理由または選定しなかった理由 

動物 

重要な種及び群集並び

に注目すべき生息域(海

域に生息するものを除

く。) 

 

事業実施想定区域は海域に位置しており、陸域の重要

な種及び群集並びに注目すべき生息域の著しい変化は想

定されないことから、計画段階配慮事項に選定しない。 

海域に生息する動物 ○ 

事業実施想定区域の周辺海域において重要な種の生息

が確認されている。 

干潟の直接改変が、事業実施想定区域の周辺海域にお

ける海域に生息する動物に影響を及ぼすおそれがあるこ

とから、計画段階配慮事項に選定する。 

植物 

重要な種及び群落並び

に注目すべき生育地(海

域に生育するものを除

く。) 

 

事業実施想定区域は海域に位置しており、陸域の重要

な種及び群集並びに注目すべき生育域の著しい変化は想

定されないことから、計画段階配慮事項に選定しない。 

海域に生育する植物 ○ 

事業実施想定区域の周辺海域において重要な種の生育

が確認されている。 

干潟の直接改変が、事業実施想定区域の周辺海域にお

ける海域に生育する植物に影響を及ぼすおそれがあるこ

とから、計画段階配慮事項に選定する。 

生態系 
地域を特徴づける生態

系 
○ 

事業実施想定区域の周辺海域において重要な生物の生

息場である干潟等の存在が確認されている。 

重要海域及び干潟の直接改変が、事業実施想定区域の

周辺海域における海域における地域を特徴づける生態系

に影響を及ぼすおそれがあることから、計画段階配慮事

項に選定する。 

景観 

主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望

景観 

○ 

事業実施想定区域及びその周辺には住吉自然公園等の

主要な景観資源が確認されている。 

埋立地の存在により主要な眺望点や景観資源に影響を

及ぼすおそれがあることから、計画段階配慮事項に選定

する。 

人と自然との触

れ合いの活動の

場 

主要な人と自然との触

れ合いの活動の場 
○ 

事業実施想定区域及びその周辺には長浜海岸等の主要

な人と自然との触れ合いの活動の場が確認されている。 

埋立地の存在に伴う潮流等の変化が、事業実施想定区

域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの

活動の場に影響を及ぼすおそれがあることから、計画段

階配慮事項に選定する。 

廃棄物等 建設工事に伴う副産物  
埋立地の存在による建設副産物の発生は想定されない

ことから、計画段階配慮事項に選定しない。 

放射線の量  
埋立地の存在による放射線の発生は想定されないこと

から、計画段階配慮事項に選定しない。 

文化財  

埋立地の存在による文化財の直接改変はなく、文化財

への影響は想定されないことから、計画段階配慮事項に

選定しない。 

注)「〇」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。  
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4.2.2 調査、予測及び評価手法の選定 

計画段階配慮事項に係る、調査、予測及び評価の手法を表 4.2-5 に示す。 

 

表 4.2-5(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

水
環
境 

水
象 

流 向 及 び

流速 

(1)調査すべき情報 

 地形の状況 

水象の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の周辺の

地形、周辺海域の流向及び流速

に係る情報影響を把握できる

ため。 

(1)予測の手法 

 地形の状況と水象の状

況から、周辺海域の流向及

び流速への影響の程度を

定性的に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による流向及び

流速に係る影響の程度を

適切に予測できるため。 

(1)評価の手法 

 事業による流向及び流

速変化の程度について、

複数案ごとに影響の程度

を整理、比較して評価す

る。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の位

置等に違いを持たせた複

数案を適切に評価できる

ため。 

水
質 

水の汚れ (1)調査すべき情報 

 水の汚れの状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の周辺海

域の水の汚れに係る情報を把

握できるため。 

(1)予測の手法 

 地形の状況と水象の状

況から、水の汚れの影響の

程度を定性的に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による水の汚れ

に係る影響の程度を適切

に予測できるため。 

(1)評価の手法 

 事業による水質変化の

程度について、複数案ご

とに影響の程度を整理、

比較して評価する。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の位

置等の違いを持たせた複

数案を適切に評価できる

ため。 

土
壌
に
係
る
環
境 

地
形
及
び
地
質 

重 要 な 地

形 及 び 地

質 

(1)調査すべき情報 

 重要な地形及び地質の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の重要な地形及び地質に

係る情報を把握できるため。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想定

区域及び重要な地形及び

地質を重ね合わせること

により、影響の程度を定性

的に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による重要な地

形及び地質に係る影響の

程度を適切に予測できる

ため。 

(1)評価の手法 

 事業による重要な地形

及び地質への影響の程度

について、複数案ごとに

影響の程度を整理、比較

して評価する。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の位

置等に違いを持たせた複

数案を適切に評価できる

ため。 
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表 4.2-5(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

動
物 

海域に生息する

動物 

(1)調査すべき情報 

 海域に生息する動物の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の海域に生息する動物に

係る情報を把握できるため。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想

定区域及び海域に生息す

る重要な動物の確認位置

を重ね合わせることによ

り、影響の程度を定性的

に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による海域に生

息する動物に係る影響の

程度を適切に予測できる

ため。 

(1)評価の手法 

 事業による海域に生

息する動物への影響の

程度について、複数案ご

とに影響の程度を整理、

比較して評価する。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の

位置等に違いを持たせ

た複数案を適切に評価

できるため。 

植
物 

海域に生育する

植物 

(1)調査すべき情報 

 海域に生育する植物の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の海域に生育する植物に

係る情報を把握できるため。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想

定区域及び海域に生育す

る重要な植物の確認位置

を重ね合わせることによ

り、影響の程度を定性的

に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による海域に生

育する植物に係る影響の

程度を適切に予測できる

ため。 

(1)評価の手法 

 事業による海域に生

育する植物への影響の

程度について、複数案ご

とに影響の程度を整理、

比較して評価する。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の

位置等に違いを持たせ

た複数案を適切に評価

できるため。 

生
態
系 

地域を特徴づけ

る生態系 

(1)調査すべき情報 

 地域を特徴づける生態系の

状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の地域を特徴づける生態

系に係る情報を把握できるた

め。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想

定区域及び地域を特徴づ

ける生態系を重ね合わせ

ることにより、影響の程

度を定性的に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による地域を特

徴づける生態系に係る影

響の程度を適切に予測で

きるため。 

(1)評価の手法 

 事業による地域を特

徴づける生態系への影

響の程度について、複数

案ごとに影響の程度を

整理、比較して評価す

る。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の

位置等に違いを持たせ

た複数案を適切に評価

できるため。 
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表 4.2-5(3) 調査、予測及び評価の手法 

 

  

環境要素の区分 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

景
観 

主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

(1)調査すべき情報 

 主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の主要な眺望点及び景観

資源並びに主要な眺望景観に

係る情報を把握できるため。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想

定区域及び主要な眺望点

及び景観資源並びに主要

な眺望景観の確認位置を

重ね合わせることによ

り、影響の程度を定性的

に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による主要な眺

望点及び景観資源並びに

主要な眺望景観に係る影

響の程度を適切に予測で

きるため。 

(1)評価の手法 

 事業による主要な眺

望点及び景観資源並び

に主要な眺望景観への

影響の程度について、複

数案ごとに影響の程度

を整理、比較して評価す

る。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の

位置等に違いを持たせ

た複数案を適切に評価

できるため。 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

(1)調査すべき情報 

 主要な人と自然との触れ合

いの活動の場の状況 

 

(2)調査の手法 

 文献その他の資料を収集し、

その結果を整理、解析する。 

 

(3)手法の選定理由 

 事業実施想定区域及びその

周辺の主要な人と自然との触

れ合いの活動の場に係る情報

を把握できるため。 

(1)予測の手法 

 影響範囲、事業実施想

定区域及び主要な人と自

然との触れ合いの活動の

場を重ね合わせることに

より、影響の程度を定性

的に予測する。 

 

(2)手法の選定理由 

 複数案による主要な人

と自然との触れ合いの活

動の場に係る影響の程度

を適切に予測できるた

め。 

(1)評価の手法 

 事業による主要な人

と自然との触れ合いの

活動の場への影響の程

度について、複数案ごと

に影響の程度を整理、比

較して評価する。 

 

(2)手法の選定理由 

 事業実施想定区域の

位置等に違いを持たせ

た複数案を適切に評価

できるため。 
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4.3 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果 

4.3.1 水環境(水象：流向及び流速) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・地形の状況 

・水象の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域の周辺海域における

地形の状況、水象の状況を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査の対象とする地域(以下、「調査地域」という。)は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3)  調査結果 

事業実施想定区域の周辺海域における水象の状況のうち、周辺の観測地点である三角潮汐観

測地点の潮位のデータを表 4.3-1 と図 4.3-1 に示す。過去最高の潮位は 1944 年 9月の 464.4cm

で、次いで 1941 年 8月の 464.2cm、2012 年 8月の 462cm となっている。潮位表基準面（M.S.L）

は 221cm、2009 年～2013 年の 5 年平均による朔望満潮位は 614.5cm、朔望干潮位は 220.4cm と

なっており、干満差が大きい海域となっている。 

海域の地形の状況と、既存資料の周辺の潮流データである熊本港周辺の潮流の状況を図 4.3-

2 に示す。これを踏まえると事業実施想定区域の周辺の海域についても、上げ潮時は北上する流

れであり、下げ潮時は南下する流れの傾向となっていることが考えられる。 
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表 4.3-1 三角潮汐観測地点の潮位表基準面と朔望平均潮位 

 

出典：「潮汐・海面水位に関する診断表、データ」（気象庁ホームページ） 

   (https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/index_tide.html)(2023 年 6月取得） 

 

 

 

出典：「潮汐・海面水位に関する診断表、データ」（気象庁ホームページ） 

   (https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/index_tide.html)(2023 年 6月取得） 

図 4.3-1 三角潮汐観測地点の月平均潮位グラフ（1931 年 12 月～2012 年 12 月） 
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図 4.3-2 事業実施想定区域及びその周辺における潮流図 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

流向及び流速は、事業を実施しなかった場合及び事業を実施した場合について、既存文献に

よる調査結果と地形の状況を重ね合わせることで、想定される流況の変化への影響の程度を定

性的に予測する方法とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測の対象とする地域は（以下、「予測地域」という。）は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

流向及び流速に係る予測結果を表 4.3-2 に示す。 

予測の結果、事業実施想定区域は、干潟の広がる浅い海域で満潮時刻前後のみ海面下にあり、

それ以外の時間は干し出しているエリアに位置し、事業実施想定区域から海図上における前置

斜面までの距離も少なくとも約 4km 離れている場所に存在する。このことから、事業を実施し

た場合においても、A 案、B 案ともに、周辺海域の流向、流速への影響は小さいものと考えられ

る。また、A案、B 案ともに干潟のエリアに対する埋立規模は大きくなく、やや A案の方が計画

面積が広くなるものの、その差はほとんどないものと考えられる。 

 

表 4.3-2 予測結果（流向及び流速） 

事業を実施しなかった場合 
事業を実施した場合 

A 案 B 案 

周辺の観測地点である三角潮汐観測地点の

過去最高の潮位は 1944 年 9 月の 464.4cm で、

次いで 1941 年 8 月の 464.2cm、2012 年 8月の

462cm となっている。潮位表基準面（M.S.L）は

221cm、2009 年～2013 年の 5 年平均による朔望

満潮位は 614.5cm、朔望干潮位は 220.4cm とな

っている。 

海域の地形の状況と、既存資料の周辺の潮流

データである熊本港周辺の潮流を踏まえると

事業実施想定区域の周辺の海域についても、上

げ潮時は北上する流れであり、下げ潮時は南下

する流れの傾向となっていることが考えられ

る。 

干潟の広がる浅い海域で満潮時刻前後のみ

海面下にあり、それ以外の時間は干し出してい

るエリアに位置し、事業実施想定区域から海図

上における前置斜面までの距離も少なくとも

約 4km 離れている場所に存在することから、A

案、B 案ともに周辺海域への流向、流速への影

響は少ない。 
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3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

事業による流向及び流速変化の程度について、複数案ごとに影響の程度を整理、比較する方

法とした。 

 

(2) 評価結果 

流向及び流速に係る評価結果を表 4.3-3 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに周辺海域への流向、流速の影響は少ないと考えられる。ま

た、A案、B 案ともに干潟のエリアに対する埋立規模は大きくなく、やや A案の方が計画面積が

広くなるものの、その差はほとんどないものと考えられる。 

一方で、わずかな時間帯であるものの満潮時刻前後は事業実施想定区域周辺も海面下となる

ことから、計画面積が広い A 案の方が、わずかな差であると想定されるものの、比較的、周辺

海域の流向、流速への影響がやや大きい可能性があるものと想定される。 

以上のことから、A案と比べて B 案の方が環境への影響は低減されるものと評価する。 

 

表 4.3-3 評価結果（流向及び流速） 

項目 A 案 B 案 

流向及び流速 

周辺海域への流向、流速への影

響は小さいものと予測された。 

なお、わずかな時間帯であるも

のの満潮時刻前後は事業実施想定

区域周辺も海面下となることか

ら、計画面積が広い A 案の方が、

わずかな差であると想定されるも

のの、比較的、周辺海域の流向、流

速への影響がやや大きい可能性が

考えられる。 

周辺海域への流向、流速への影

響は小さいものと予測された。 

なお、満潮時刻前後に海面が表

れた際にも、A 案よりも計画面積

が小さい B 案の方が、わずかな差

であっても、より周辺海域の流向、

流速への影響が小さいものと考え

られる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい 
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4.3.2 水環境(水質：水の汚れ) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・水の汚れの状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域の周辺海域における

水の汚れの状況を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域の周辺海域では図 4.3-3 に示すとおり、4 地点で化学的酸素要求量の測定

を行っている。 

化学的酸素要求量の測定結果は表 4.3-4 に示すとおり、環境基準は 1 地点のみで達成してい

る。なお、事業実施想定区域の周辺海域における水の汚れの状況の詳細は、「第 3 章 対象事業

実施区域及びその周辺の概況 1．自然的概況 1.2 水象、水質、底質その他の水に係る環境」

に示したとおりである。 

 

表 4.3-4 化学的酸素要求量の測定結果(令和 3年度)※ 

                              単位：mg/L 

水域名 地点名 類型 

COD 

(mg/mL) 

最小～最大 x/y 75%値 

有明海 

(7) 
St-6 B 2.0～3.8 3/12 3.0 

有明海 

(8) 
St-8 B 1.8～3.8 5/12 3.6 

有明海 

(15) 
St-7 A 1.7～4.7 8/12 2.7 

有明海 

(15) 
St-9 A 0.9～2.8 6/12 2.4 

環境基準 
A 2 以下 

B 3 以下 

注 1)■は環境基準を達成していないことを示す。 

注 2)―：測定未実施、<：定量下限値未満 

注 3)m：環境基準値を超える検体数、n：総検体数、x：環境基準に値しない日数、y：総観測日 

            平均値：日間平均値の年平均値、75％値：日間平均値の 75％値 

注 4)※は配慮書からの変更箇所を示す。 

出典：「令和 3年度(2021 年度)水質調査報告書(公共用水域及び地下水)」(令和 4年(2022 年)11 月、熊本県) 
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図 4.3-3 事業実施想定区域及びその周辺海域における水質、底質の測定地点位置図 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

水の汚れに係る予測は、既存文献による調査結果から影響の程度を定性的に予測する手法と

した。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

水の汚れに係る予測結果を表 4.3-5 に示す。 
事業実施想定区域の周辺海域で測定されている 4 地点での化学的酸素要求量の測定結果とし

て、3 地点で環境基準を満足していない状況にある。事業実施想定区域は、干潟の広がる浅い海

域に位置し、満潮時刻前後のみ海面下にあり、それ以外の時間は干し出している状態にある。

事業実施想定区域から最も近い測定地点である St-9 は A 案及び B 案から約 1.3km の位置にあ

るが、事業実施想定区域から海図上における前置斜面までの距離も、少なくとも約 4km 離れて

いる場所に存在することから、A案、B案ともに本事業による新たな周辺海域への水の汚れへの

影響は少ないものと考えられる。 

 

表 4.3-5 予測結果（水の汚れ） 

事業を実施しなかった場合 
事業を実施した場合 

A 案 B 案 

事業実施想定区域の周辺海域では 4 地点で

化学的酸素要求量の測定を行っている。 

化学的酸素要求量の環境基準は 1 地点のみ

で達成している。 

事業実施想定区域は、干潟の広がる浅い海域

に位置し、満潮時刻前後のみ海面下にあり、そ

れ以外の時間は干し出している状態にある。事

業実施想定区域から海図上における前置斜面

までの距離も少なくとも約 4km 離れている場

所に存在することから、A 案、B 案ともに周辺

海域への水の汚れへの影響は少ない。 
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3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による水の汚れの変化の程度について、複数案ごとに影響の程度を整理、

比較する手法とした。 

 

(2) 評価結果 

水の汚れに係る評価結果を表 4.3-6 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに周辺海域への水の汚れへの影響は少ないと考えられた。ま

た、A案、B 案ともに干潟のエリアに対する埋立規模は大きくなく、やや A案の方が計画面積が

広くなるものの、その差はほとんどないものと考えられた。 

一方で、わずかな時間帯であるものの満潮時刻前後は事業実施想定区域周辺も海面となるこ

とから、前置斜面までの距離がやや近くなる A 案の方が、わずかな差であると想定されるもの

の、比較的、周辺海域の水の汚れへの影響がやや大きい可能性があるものと想定される。 

以上のことから、A案と比べて B 案の方が環境への影響は低減されるものと評価する。 

 

表 4.3-6 評価結果（水の汚れ） 

項目 A 案 B 案 

水の汚れ 

周辺海域への水の汚れへの影響

は小さいものと予測された。 

なお、わずかな時間帯であるも

のの満潮時刻前後は事業実施想定

区域周辺も海面となることから、

前置斜面までの距離がやや近くな

る A 案の方が、わずかな差である

と想定されるものの、比較的、周

辺海域の水の汚れへの影響がやや

大きい可能性が考えられる。 

周辺海域への水の汚れへの影響

は小さいものと予測された。 

なお、満潮時刻前後に海面が表

れた際にも、A 案よりも前置斜面

までの距離が遠い B 案の方が、わ

ずかな差であっても、より周辺海

域の水の汚れへの影響が小さいも

のと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい 
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No. 種別 名称

1 沖新

2 畠口
3 畠口
4 海路口
5 海路口
6 学料
7 学料
8 網津
9 住吉
10 長浜

‐ 自然堤防
白川・緑川下流域

(熊本市・宇土市・飽託郡飽託町・天明町)

干潟

4.3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・重要な地形及び地質の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域及びその周辺におけ

る重要な地形及び地質の状況を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域の周辺海域における重要な地形及び地質を表 4.3-7 及び図 4.3-4 に示す。 

事業実施想定区域の周辺海域には重要な地形及び地質として干潟が分布している。 

また、事業実施想定区域及びその周辺には、「第 1回自然環境保全調査」(昭和 51 年、環境庁)

に係るすぐれた自然図に掲載された「地形・地質・自然現象」や「文化財保護法」(昭和 25 年

法律第 214 号)に選定された重要な地形及び地質はないが、「日本の地形レッドデータブック 

第 1 集 新装版 -危機にある地形-」(平成 12 年、古今書院)において「白川・緑川下流域の自

然堤防」が選定されている。 

なお、事業実施想定区域及びその周辺における地形及び地質の状況の詳細は、「第 3 章 対象

事業実施区域及びその周辺の概況 1．自然的状況 1.4 地形及び地質の状況」に示したとおり

である。 

 

表 4.3-7 重要な地形及び地質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)表中の番号は図 4.3-4 に対応している。 

出典：「自然環境調査 第 5回自然環境保全基礎調査（海辺調査）」 

（平成 9～13年度、環境省自然環境局生物多様性センター） 

「日本の地形レッドデータブック 第 1集 新装版 －危機にある地形－」（平成 12年、古今書院） 

190



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.3-4 事業実施想定区域及びその周辺における重要な地形及び地質の位置図 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

重要な地形及び地質に係る予測は、影響範囲、事業実施想定区域及び重要な地形及び地質を

重ね合わせることにより、影響の程度を定性的に予測する手法とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

重要な地形及び地質に係る予測結果を表 4.3-8 に示す。事業実施想定区域は、住吉海岸から

広がる干潟に位置しており、本事業は重要な地形及び地質の直接改変となるため、これらに対

する影響が考えられる。 

また、A案及び B案ともに影響範囲に干潟が広がっていることから、いずれの案においても、

本事業に伴う重要な地形及び地質への影響が考えられる。 

「白川・緑川下流域の自然堤防」については、緑川の河口が一部、自然堤防のエリアに入る

ものと考えられる。計画面積が自然堤防に対して小さいことから、このことに対する影響は A

案及び B 案ともに少ないものと考えられる。 

 

表 4.3-8 予測結果（重要な地形及び地質） 

事業を実施しなかった場合 
事業を実施した場合 

A 案 B 案 

事業実施想定区域の周辺海域には重要な地

形及び地質として、干潟が分布している。 

事業実施想定区域は、住吉海岸から広がる干

潟に位置しており、本事業は重要な地形及び地

質の直接改変となるため、これらに対する影響

が考えられる。 

また、A案及び B案ともに影響範囲に干潟が

広がっていることから、いずれの案において

も、本事業に伴う重要な地形及び地質への影響

が考えられる。 

「白川・緑川下流域の自然堤防」については、

緑川の河口が一部、自然堤防のエリアに入るも

のと考えられる。計画面積が自然堤防に対して

小さいことから、このことに対する影響は A 案

及び B案ともに少ないものと考えられる。 
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3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による重要な地形及び地質への影響の程度について、複数案ごとに影響

の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

重要な地形及び地質に係る評価結果を表 4.3-9 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに長浜干潟に位置し、白川・緑川下流域の自然堤防の範囲に位

置していることから、本事業は重要な地形及び地質の直接改変となる。 

なお、A案及び B案ともに影響範囲に位置することから、いずれの案においても、本事業に伴

う重要な地形及び地質への影響が考えられるが、計画面積が比較的広くなる A 案の方が直接改

変する面積も大きくなる。 

このことから、A 案の影響の方が大きいものと評価される。 

 

表 4.3-9 評価結果（重要な地形及び地質） 

項目 A 案 B 案 

重要な地形及び地質 

重要な地形及び地質の直接

改変となる。 

また、影響範囲に重要な地

形及び地質が含まれているこ

とから、本事業に伴う重要な

地形及び地質への影響が考え

られる。 

重要な地形及び地質の直接

改変となる。 

また、影響範囲に重要な地

形及び地質が含まれているこ

とから、本事業に伴う重要な

地形及び地質への影響が考え

られる。 

なお、B 案は A 案と比較し

て計画面積が狭く、直接改変

する面積も比較的小さくなる

ことから、重要な地形及び地

質への影響が小さいものと考

えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

   △：別案と比べて影響は大きい 

   －：別案と比べて影響の差は小さい 
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4.3.4 動物(海域に生息する動物) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・海域に生息する動物の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、海域に生息する動物の状況を整理、解

析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域に係る文献を基に、事業実施想定区域

及びその周辺において生息記録のある動物について整理を行った。 

事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域では、哺乳類で 1 目 1 科 1 種、鳥類で

4 目 11 科 42 種、爬虫類・両生類で 1 目 1 科 1 種、魚類で 6 目 10 科 36 種、貝類で 14 目 42 科

77 種、その他で 7門 7綱 11 目 23 科 44 種の重要な動物の生息の可能性が考えられる。 

なお、事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域に生息する動物の状況の詳細は、

「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況 1.自然的概況 1.5 動植物の生息または生

育、主な動物群集又は植物群落、植生及び生態系の状況」に示したとおりである。 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

海域に生息する動物に係る予測は影響範囲を設定し、影響範囲、事業実施想定区域及びその

周辺における干潟等の海域に生息する重要な動物の確認位置を重ね合わせることにより、影響

の程度を定性的に予測する手法とした。 

影響範囲は「3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質)」と同様とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

海域に生息する動物に係る予測結果を図 4.3-5 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに干潟に生息する重要な動物の生息が確認される可能性があ

る範囲を直接改変することから、海域（特に干潟）に生息する重要な動物への影響が生じるも

のと考えられる。 

 

3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による海域に生息する動物への影響の程度について、複数案ごとに影響

の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

海域に生息する動物に係る評価結果を表 4.3-10 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに海域（特に干潟）に生息する重要な動物への影響が生じるも

のと考えられる。 

なお、A 案は B 案と比較して計画面積が広く、比較的 A 案よりも B 案の方が重要な動物への

影響が少ないものと評価できる。 

 

表 4.3-10 評価結果(海域に生息する動物) 

項目 A 案 B 案 

海域に生息 

する動物 

海域（特に干潟）に生息する重要な

動物への影響が生じるものと考えら

れる。 

海域（特に干潟）に生息する重要な

動物への影響が生じるものと考えら

れる。 

なお、B案は A 案と比較して計画面

積が狭く、重要な動物への影響が少な

いものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  －：別案と比べて影響の差は小さい  

195



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4.3-5 事業実施想定区域及びその周辺における重要な動物の確認位置図 
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4.3.5 植物(海域に生育する植物) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・海域に生育する植物の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、海域に生育する植物の状況を整理、解

析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域に係る文献を基に、事業実施想定区域

及びその周辺において生育記録のある植物について整理を行った。 

事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域では、1 目 1 科 3 種の重要な植物の生

育の可能性が考えられる。 

なお、事業実施想定区域及びその周辺における干潟等の海域に生育する植物の状況の詳細は、

「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況 1.自然的概況 1.5 動植物の生息または生

育、主な動物群集又は植物群落、植生及び生態系の状況」に示したとおりである。 
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2) 予測結果 

(1) 予測の基本的な手法 

海域に生育する植物に係る予測は影響範囲を設定し、影響範囲、事業実施想定区域及びその

周辺における干潟等の海域に生育する重要な植物の確認位置を重ね合わせることにより、影響

の程度を定性的に予測する手法とした。 

影響範囲は「3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質)」と同様とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

海域に生育する植物に係る予測結果を図 4.3-6 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに干潟に生育する重要な植物が確認される可能性がある範囲

を直接改変することから、海域に生育する重要な植物への影響が生じるものと考えられる。 

 

3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による海域（特に干潟）に生育する植物への影響の程度について、複数

案ごとに影響の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

海域に生育する植物に係る評価結果を表 4.3-11 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに海域（特に干潟）に生育する重要な植物への影響が生じるも

のと考えられる。 

なお、A 案は B 案と比較して計画面積が広く、比較的 A 案よりも B 案の方が重要な植物への

影響が少ないものと評価できる。 

 

表 4.3-11 評価結果(海域に生育する植物) 

項目 A 案 B 案 

海域に生育す

る植物 

海域（特に干潟）に生育する重要な

植物への影響が生じるものと考えら

れる。 

海域（特に干潟）に生育する重要な

植物への影響が生じるものと考えら

れる。 

なお、B案は A 案と比較して計画面

積が狭く、重要な植物への影響が少な

いものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

   －：別案と比べて影響の差は小さい  
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図 4.3-6 事業実施想定区域及びその周辺における重要な植物の確認位置図 
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4.3.6 生態系(地域を特徴づける生態系) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・地域を特徴づける生態系の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域及びその周辺におけ

る地域を特徴づける生態系の状況等を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域の周辺海域における地域を特徴づける生態系の状況を表 4.3-12 及び図

4.3-7 に示す。 

事業実施想定区域の周辺海域には生物多様性の観点から重要度の高い海域である有明海沿岸

等があり、事業実施想定区域は有明海沿岸に位置した干潟である。 

なお、事業実施想定区域の周辺海域における地域を特徴づける生態系の状況の詳細は、「第 3

章 対象事業実施区域及びその周辺の概況 1.自然的概況 1.5 動植物の生息または生育、主

な動物群集又は植物群落、植生及び生態系の状況」に示したとおりである。 

 

表 4.3-12 地域を特徴づける生態系（干潟） 

 
注)表中の番号は図 4.3-7 に対応している。 

出典：「自然環境調査 第 5回自然環境保全基礎調査（海辺調査）」 

（平成 9～13年、環境省自然環境局生物多様性調査センター） 

  

No. 名称 面積（ha） 干潟のタイプ 底質区分
1 沖新 382.8 前浜 砂泥
2 畠口 4.8 河口 砂泥
3 畠口 49.2 河口 砂泥
4 海路口 438.0 前浜 泥
5 海路口 108.6 前浜 砂泥
6 学料 74.1 河口 砂泥
7 学料 364.4 河口 砂泥
8 網津 447.9 河口 砂泥
9 住吉 155.9 河口 砂泥
10 長浜 898.6 前浜 砂泥
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図 4.3-7 事業実施想定区域及びその周辺における地域を特徴づける生態系の位置図（海域） 

№1 

№1 

№2 
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№4 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

地域を特徴づける生態系に係る予測は影響範囲を設定し、影響範囲、事業実施想定区域及び

地域を特徴づける生態系の位置を重ね合わせることにより、影響の程度を定性的に予測する手

法とした。 

影響範囲は「3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質)」と同様とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

予測の結果、A 案及び B 案ともに生物多様性の観点から重要度の高い海域である「有明海沿

岸」及び「長浜干潟」を直接改変することになる。「有明海沿岸」の生態系に係る影響について

は A 案、B 案ともに面積(72,600ha)に対して、0.02％程度であり、影響は小さいと考えられる。 

なお、長浜干潟については、地域を特徴づける貴重な生態系である干潟を一定の規模で直接

改変することになることから、本事業に伴う地域を特徴づける生態系への影響が生じるものと

考えられる。 

 

3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による地域を特徴づける生態系への影響の程度について、複数案ごとに

影響の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

地域を特徴づける生態系に係る評価結果を表 4.3-13 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに地域を特徴づける生態系への影響が生じるものと考えられ

る。 

なお、A 案は B 案と比較して計画面積が広く、比較的 A 案よりも B 案の方が地域を特徴づけ

る生態系への影響が少ないものと評価できる。 

 

表 4.3-13 評価結果（地域を特徴づける生態系） 

項目 A 案 B 案 

地域を特徴づ

ける生態系 

地域を特徴づける生態系への影響

への影響が生じるものと考えられる。 

地域を特徴づける生態系への影響

への影響が生じるものと考えられる。 

なお、B案は A 案と比較して計画面

積が狭く、生態系への影響が少ないも

のと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

   －：別案と比べて影響の差は小さい  
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No. 市名 名称
- - 有明海
1 夫婦岩
2 住吉海岸公園(長部田海床路)
3 甲岩自然公園・七曲堤
4 歳の神のクス
5 風流島
6 轟泉自然公園
7 つつじヶ丘自然公園
8 住吉自然公園

宇土市

4.3.7 景観(主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域及びその周辺におけ

る主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観等を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域の周辺には、有明海、長部田海床路、風流島、住吉自然公園等の主要な景

観資源がある。事業実施想定区域は景観資源でもある有明海に含まれている。事業実施想定区

域内には夫婦岩が位置している。主要な眺望点は住吉自然公園がある。主要な景観資源を表4.3-

14 及び図 4.3-8 に、主要な眺望点を図 4.3-9 に示す。 

なお、事業実施想定区域の周辺海域における景観の詳細は、「第 3章 対象事業実施区域及び

その周辺の概況 1.自然的概況 1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況」に示した

とおりである。 

 

表 4.3-14 主要な景観資源の状況 

 

 

 

 

 

 

 

注)表中の番号は図 4.3-8 に対応している。 

出典：「宇土市観光パンフレット」（宇土市ホームページ） 

(https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1093/1252.html)(2023 年 4月取得) 

「熊本県公式観光サイト」（熊本県ホームページ）(https://kumamoto.guide/)(2023 年 4月取得) 
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図 4.3-8 事業実施想定区域及びその周辺における主要な景観資源位置図 
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図 4.3-9 事業実施想定区域及びその周辺における主要な眺望点位置図 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る予測は影響範囲を設定し、影響範囲、

事業実施想定区域及び主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観を重ね合わせることに

より、影響の程度を定性的に予測する手法とした。 

影響範囲は「3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質)」と同様とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

予測の結果、A 案及び B 案ともに景観資源である夫婦岩が事業実施想定区域内に位置するこ

とから、直接改変を行うことになる。また、主要な観光資源のうち有明海については、事業実

施想定区域が有明海に位置することから、直接改変を行うことになる。 

なお、主要な景観資源、主要な眺望点への影響についての予測結果は表 4.3-15 のとおりであ

り、A 案及び B 案ともに主要な景観資源で 4 ヶ所、主要な眺望点で 3 ヶ所に影響が生じること

が予測される。 

 

表 4.3-15 主要な景観資源、主要な眺望点への影響についての予測結果 

項目 景観資源・眺望点 予測結果 

主要な 

景観資源 
夫婦岩 

事業実施想定区域内に位置していることから、影響が生じ

るものと予測される。 

住吉海岸公園(長部田

海床路) 

事業実施想定区域の近傍に位置していることから、影響が

生じるものと予測される。 

甲岩自然公園・七曲提 
事業実施想定区域から距離があることから、影響は生じな

いものと予測される。 

歳の神のクス 
事業実施想定区域から距離があることから、影響は生じな

いものと予測される。 

風流島 
事業実施想定区域の近傍に位置していることから、影響が

生じるものと予測される。 

轟泉自然公園 
事業実施想定区域から距離があることから、影響は生じな

いものと予測される。 

つつじヶ丘自然公園 
事業実施想定区域から距離があることから、影響は生じな

いものと予測される。 

住吉自然公園 
事業実施想定区域の近傍に位置していることから、影響が

生じるものと予測される。 

主要な 

眺望点 住吉自然公園 

事業実施想定区域の近傍に位置しており、かつ高台になっ

ていることから、対象事業実施区域が視野に入ることが想

定され、影響が生じるものと予測される。 

住吉海岸公園(長部田

海床路) 

事業実施想定区域の近傍に位置しており、かつ高台になっ

ていることから、対象事業実施区域が視野に入ることが想

定され、影響が生じるものと予測される。 

一般国道 57 号及び JR

三角線からの眺望 

事業実施想定区域は、天草方面へ向かう車両にとって最初

に海を視認できる地域であることから影響が生じるもの

と予測される。 
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3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による主要な景観資源、主要な眺望点への影響についての予測結果への

影響の程度について、複数案ごとに影響の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

主要な景観資源、主要な眺望点への影響に係る評価結果を表 4.3-16 に示す。 

予測の結果、A 案及び B 案ともに景観資源である夫婦岩が事業実施想定区域内に位置するこ

とから、直接改変を行うことになる。さらに、直接改変はなくとも、景観資源や眺望点が事業

実施想定区域の付近に存在したり、視野に入ることで、影響が生じる可能性がある資源、眺望

点として 7ヶ所が挙げられると予測された。 

なお、A 案は計画面積が広く、B案よりも比較的、影響が大きくなるものと考えられる。この

ことから、比較的 A案よりも B案の方が景観への影響が少ないものと評価できる。 

 

表 4.3-16 評価結果（景観） 

項目 A 案 B 案 

景観 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に景観資源である夫婦岩の直接改

変がある。 

一方で、直接改変はなくとも、

景観資源や眺望点が事業実施想定

区域の付近に存在したり、視野に

入ることで、影響が生じる可能性

がある資源、眺望点として 7 ヶ所

が挙げられると予測された。 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に景観資源である夫婦岩の直接改

変がある。 

一方で、直接改変はなくとも、

景観資源や眺望点が事業実施想定

区域の付近に存在したり、視野に

入ることで、影響が生じる可能性

がある資源、眺望点として 7 ヶ所

が挙げられると予測された。 

なお、B 案は A 案と比較して計

画面積が狭く、景観への影響が少

ないものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  －：別案と比べて影響の差は小さい 
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No. 市名 名称
1 つつじヶ丘農村公園
2 長浜海岸
3 甲岩自然公園
4 住吉自然公園
5 住吉海岸公園(長部田海床路)

宇土市

4.3.8 人と自然との触れ合いの活動の場(主要な人と自然との触れ合いの活動の場) 

1) 調査の結果 

(1) 調査の手法 

① 調査すべき情報 

調査すべき情報は、以下に示すとおりとした。 

・主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

 

② 調査の基本的な手法 

調査の基本的な手法は、文献その他の資料を収集し、事業実施想定区域及びその周辺におけ

る主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況等を整理、解析する手法とした。 

 

(2) 調査の対象とする地域 

調査地域は、事業実施想定区域の周辺海域とした。 

 

(3) 調査結果 

事業実施想定区域の周辺海域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況を表

4.3-17 及び図 4.3-10 に示す。 

事業実施想定区域の周辺海域には主要な人と自然との触れ合いの活動の場として長浜海岸等

がある。 

なお、事業実施想定区域の周辺海域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況

の詳細は、「第 3 章 対象事業実施区域及びその周辺の概況 1.自然的概況 1.6 景観及び人と

自然との触れ合いの活動の状況」に示したとおりである。 

 

表 4.3-17 主要な人と自然との触れ合い活動の場の状況 

 

 

 

 

 
注)表中の番号は図 4.3-10 に対応している。 

出典：「「公園」の記事一覧」（宇土市ホームページ） 

(https://www.city.uto.lg.jp/article/list/1049.html)(2023 年 4月取得) 

「熊本県公式観光サイト」（熊本県ホームページ）(https://kumamoto.guide/)(2023 年 4月取得) 
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図 4.3-10 事業実施想定区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの活動の場位置図 
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2) 予測の結果 

(1) 予測の基本的な手法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る予測は影響範囲を設定し、影響範囲、事業実

施想定区域及び主要な人と自然との触れ合いの活動の場を重ね合わせることにより、影響の程

度を定性的に予測する手法とした。 

影響範囲は「3.3 土壌に係る環境(地形及び地質：重要な地形及び地質)」と同様とした。 

 

(2) 予測の対象とする地域 

予測地域は、調査地域と同様とした。 

 

(3) 予測結果 

予測の結果、A案及び B案ともに主要な人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変はない。 

一方で、主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、住吉自然公園については、事業実

施想定区域と道路を挟み、ほぼ近接しており、同公園に訪れる来訪者に対する影響が生じるこ

とが考えられる。  
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3) 評価の結果 

(1) 評価の手法 

評価の手法は、事業による主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響の程度について、

複数案ごとに影響の程度を整理、比較する方法とした。 

 

(2) 評価結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る評価結果を表 4.3-18 に示す。 

予測の結果、A案及び B案ともに主要な人と自然との触れ合いの活動の場の直接改変はない。 

一方で、主要な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、住吉自然公園については、事業実

施想定区域と道路を挟み、ほぼ近接しており、同公園に訪れる来訪者に対する影響が生じるも

のと予測される。 

なお、A 案は B 案と比較して住吉自然公園に近接する面積が大きい計画となっていることか

ら、より影響が大きくなるものと考えられる。このことから、比較的 A 案よりも B 案の方が主

要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響が少ないものと評価できる。 

 

表 4.3-18 評価結果（人と自然との触れ合いの活動の場） 

項目 A 案 B 案 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に主要な人と自然との触れ合いの

活動の場の直接改変はない。一方

で、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場のうち、住吉自然公園

については、事業実施想定区域と

道路を挟み、ほぼ近接しており、

同公園に訪れる来訪者に対する影

響が生じるものと予測される。 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に主要な人と自然との触れ合いの

活動の場の直接改変はない。一方

で、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場のうち、住吉自然公園

については、事業実施想定区域と

道路を挟み、ほぼ近接しており、

同公園に訪れる来訪者に対する影

響が生じるものと予測される。 

なお、A 案より住吉自然公園に

近接する面積が比較的小さい B 案

の方が、主要な人と自然との触れ

合いの活動の場への影響が少ない

ものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響が低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  －：別案と比べて影響の差は小さい 
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4.4 配慮書に対する意見の概要と事業者の見解 

4.4.1 配慮書の公告及び縦覧 

熊本県環境影響評価条例に基づき、配慮書を作成した旨及びその他事項を公告し、配慮書を

公告の日の翌日から起算して 30 日間縦覧に供した。 

配慮書の公告及び縦覧の内容を表 4.4-1 に示す。 

 

表 4.4-1 配慮書の公告及び縦覧の内容 

項 目 内 容 

公告日 令和 5年 2月 14 日（火） 

公告の方法 ・宇土市、熊本市、宇城市の HP に掲載 

・熊本県広報誌への掲載 

縦覧期間 令和 5年 2月 14 日（火）から令和 5年 3月 16 日（木） 

縦覧場所 

下記で縦覧を実施 

・熊本県庁（情報プラザ） 

・熊本市役所(水産振興センター) 

・宇土市役所（農林水産課） 

・宇城市役所（農林水産課） 
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4.4.2 配慮書に対する意見の概要と事業者の見解 

1) 県知事の意見と事業者の見解 

「熊本県環境影響評価条例」の規定に基づき、表 4.4-2 に示すとおり、熊本県知事からの環

境の保全からの見地からの意見書の提出を受けた。 

配慮書に対する知事意見及び事業者の見解を表 4.4-3 に示す。 

 

表 4.4-2 配慮書についての知事意見聴取の内容 

項目 内容 

配慮書の送付日 令和 5年 2月 14 日（火） 

意見書の提出状況 令和 5年 5月 15 日(月)(環保第 138 号) 

 

表 4.4-3(1) 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事意見 事業者見解 

全体事項 

(1) 複数案の設定について、事業実施

想定区域として住吉漁港周辺海域

を選定した理由及び埋立てを実施

しない案を複数案に含めないこと

とした理由を具体的に示すこと。 

方法書で修正しました。 

(方法書 第 4 章 p177 に記載) 

(2) 事業実施想定区域内に現在仮置

きされている土砂表面から、どの程

度の高さまで埋め立てるのか示す

こと。 

方法書で追記しました。 

(方法書 第 2 章 p3 に記載) 

(3) 工事の実施や埋立地の存在に伴

う大気環境、水環境、動植物及び景

観等への影響について調査・予測・

評価を行い、影響を回避又は十分に

低減すること。 

方法書で環境影響評価項目として大気

環境、水環境、動植物及び景観等への影

響について位置づけました。(方法書 第

5 章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

大気環境 

(1) 浚渫土砂の受け入れ及び埋立て

に伴う騒音・振動による影響が想定

されるとともに、浚渫土砂は大量の

水分や様々な物質を含む可能性が

ある。 

このため、既存の事業における騒

音、振動及び悪臭の状況を把握した

上で、必要に応じて調査・予測・評

価を行うこと。 

方法書で環境影響評価項目として騒音、

振動への影響について位置づけました。

(方法書 第 5 章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

悪臭については、塩屋漁港の事例から影

響がないと判断されることから、環境影

響評価項目には選定しません。今後、事

業の実施により悪臭等が生じる可能性

があると考えられる場合には、調査及び

対応を検討します。 
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表 4.4-3(2) 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事意見 事業者見解 

水環境 

(1) 工事の実施に伴う土砂の流出等

による水環境（水質及び底質）への

影響が懸念されるため、方法書以降

において環境影響評価項目を適切

に選定し、調査、予測及び評価を行

うこと。 

方法書で環境影響評価項目として水質、

底質への影響について位置づけました。

(方法書 第 5 章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

(2) 水環境への影響の評価結果に関

し、Ｂ案が望ましいと評価する理由

についてデータを用いて説明する

こと。 

配慮書段階では既存文献によるデータ

を用いた定性的な評価となります。具体

的な調査、予測、評価は準備書、評価書

で実施しA案及びB案の環境影響につい

て定量的に評価します。 

(3) 干満差の大きい有明海では、海岸

付近の微地形が水流や堆積物の移

動に大きな影響を与える。 

このため、埋立地の存在に伴い、

住吉自然公園の西側（Ａ案の海床路

に囲まれた区域）の自然干潟には満

潮時に流入した堆積物が補足され、

底質に大きな影響を与える可能性

があることから、環境影響評価項目

として埋立地の存在に係る底質を

選定すること。 

方法書で環境影響評価項目として水質、

底質への影響について位置づけました。

(方法書 第 5 章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

動物・植物・

生態系 

(1) 動物・植物・生態系について、長

浜の干潟にしかいない重要な種が

存在する可能性を踏まえて調査を

実施し、埋立面積と有明海面積との

比較ではなく生息・生育地への影響

を微環境という視点で予測・評価す

ること。 

方法書で環境影響評価項目として動植

物・生態系への影響について位置づけま

した。(方法書 第 5章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

 

  

214



表 4.4-3(3) 知事意見及び事業者の見解 

区分 知事意見 事業者見解 

動物・植物・

生態系 

(2) 重要な陸域動物（昆虫類）の表記

について、事業実施想定区域周辺に

おいてはオオルリシジミが発見さ

れるとは考えられず、一方で、クモ

類については海浜性の種であるヤ

マトウシオグモが記載されていな

い。 

このため、事業実施想定区域は海

浜性の種の重要な生息地域である

ことを踏まえ、海浜性の種を適切に

選定すること。 

方法書で修正しました。 

(方法書 第 2 章 p52-55 に記載) 

(3) 海域に生息する動物（魚類）につ

いて、重要な動物の確認位置図には

一部の種のみが記載されているが、

事業実施想定区域及びその周辺に

おけるムツゴロウなど他の種の生

息状況を調査したうえで、予測及び

評価を行うこと。 

方法書で環境影響評価項目として動植

物・生態系への影響について位置づけま

した。(方法書 第 5章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 

文献については確認の上、情報を追記し

ました。 

景観・人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

(1) 埋立地の存在による景観への影

響について、主要な眺望景観だけで

なく、事業実施想定区域周辺が天草

方面へ向かう車両にとって最初に

海を視認できる地域であることも

踏まえ、調査・予測・評価を行うこ

と。 

なお、景観については人間の目で

見る範囲（視野）への影響に対して

予測を行うこと。 

主要な眺望点の調査地点として、対象事

業実施区域周辺から 2 地点、一般国道 57

号及び JR 三角線からの眺望から 3 地点

を設定し、合計 5 地点としました。(方

法書 第 5章 p276 に記載) 

景観については人間の目で見る範囲を

対象とし、予測・評価を実施します。 

(2) 工事の実施及び埋立地の存在に

伴う人と自然との触れ合いの活動

の場への影響について、長部田海床

路も対象としたうえで調査・予測・

評価を行うこと。 

方法書で追記しました。 

(方法書 第 3 章 p88 に記載) 

文化財 

(1) 事業実施想定区域周辺に存在す

る文化財について、指定されたその

場所や範囲だけではなく、バッファ

ゾーン（緩衝地帯）となるその周辺

も含めた文化財と一体となるもの

への影響についても検討を行うこ

と。 

方法書で環境影響評価項目として文化

財への影響について位置づけました。

(方法書 第 5 章 p240 に記載) 

なお、具体的な調査、予測、評価は準備

書、評価書で実施します。 
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2) 一般意見と事業者の見解 

「熊本県環境影響評価条例」の規定に基づき、表 4.4-4 に示すとおり、配慮書について環境

保全からの見地からの意見聴取を行ったが、環境保全の見地から意見を有する者の意見はなか

った。 

 

表 4.4-4 配慮書についての意見聴取の内容 

項目 内容 

意見書の提出期間 令和 5年 2月 14 日（火）から令和 5年 3月 16 日（木）までの間 

意見書の提出方法 縦覧場所(熊本県庁を除く)に備え付けの意見書箱への投函、また

は問い合わせ先への郵送 

意見書の提出状況 提出された意見書：総数 0 通(意見数 0件) 
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4.5 環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容 

配慮書に対する熊本県知事、一般意見を受けて、環境的要素、社会的要素から事業計画を決

定した。 

 

4.5.1 事業計画の決定 

土砂受入地の位置については、配慮書に対する熊本県知事、一般意見を踏まえ、環境的要素、

社会的要素から検討を行った結果、表 4.5-1 に示すとおり B案とすることとした。 

各要素に係る複数案ごとの評価を表 4.5-2 に示す。 

 

表 4.5-1 環境的要素、社会的要素からの検討結果 

要素 検討結果 

環境的要素 B 案は A 案と比較して計画面積が小さいことから、いずれの項目に

おいても環境に与える影響は小さいと考えられる。 

社会的要素 A 案及び B 案ともに周辺に位置する漁港への直接影響はないが、埋

立区域は共同漁業権の区域に位置しており、漁業活動への配慮が必

要となる。 

跡地利用に関しては、A 案及び B 案ともに陸上から自由にアクセス

できる既存道路が整備されていることから、跡地利用が柔軟に対応

可能である。 

A 案及び B案で社会的要素に係る影響は概ね同様である。 

総括 環境的要素、社会的要素及び経済的要素から総合的に判断し、B 案

が望ましいと考えられる。 
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表 4.5-2 (1) 環境的要素からの評価 

複数案 

項目 
A 案 B 案 

流向及び流速 

周辺海域への流向、流速への影

響は小さいものと予測された。 

なお、わずかな時間帯であるもの

の満潮時刻前後は対象事業実施区

域周辺も海面下となることから、

計画面積が広い A 案の方が、わず

かな差であると想定されるもの

の、比較的、周辺海域の流向、流速

への影響がやや大きい可能性が考

えられる。 

周辺海域への流向、流速への影

響は小さいものと予測された。 

なお、満潮時刻前後に海面が表れ

た際にも、A 案よりも計画面積が

小さい B 案の方が、わずかな差で

あっても、より周辺海域の流向、

流速への影響が小さいものと考え

られる。 

△ ○ 

水の汚れ 

周辺海域への水の汚れへの影響

は小さいものと予測された。 

なお、わずかな時間帯であるもの

の満潮時刻前後は対象事業実施区

域周辺も海面となることから、前

置斜面までの距離がやや近くなる

A 案の方が、わずかな差であると

想定されるものの、比較的、周辺

海域の水の汚れへの影響がやや大

きい可能性が考えられる。 

周辺海域への水の汚れへの影響

は小さいものと予測された。 

なお、満潮時刻前後に海面が表れ

た際にも、A 案よりも前置斜面ま

での距離が遠い B 案の方が、わず

かな差であっても、より周辺海域

の水の汚れへの影響が小さいもの

と考えられる。 

△ ○ 

重要な地形及び地質 

重要な地形及び地質の直接改変

となる。 

また、影響範囲に重要な地形及び

地質が含まれていることから、本

事業に伴う重要な地形及び地質へ

の影響が考えられる。 

重要な地形及び地質の直接改変

となる。 

また、影響範囲に重要な地形及

び地質が含まれていることから、

本事業に伴う重要な地形及び地質

への影響が考えられる。 

なお、B 案は A 案と比較して計画

面積が狭く、直接改変する面積も

比較的小さくなることから、重要

な地形及び地質への影響が小さい

ものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい 
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表 4.5-2(2) 環境的要素からの評価 

複数案 

項目 
A 案 B 案 

海域に生息する動物 

海域（特に干潟）に生息する重要

な動物への影響が生じるものと考

えられる。 

海域（特に干潟）に生息する重

要な動物への影響が生じるものと

考えられる。 

なお、B 案は A 案と比較して計画

面積が狭く、重要な動物への影響

が少ないものと考えられる。 

△ ○ 

海域に生育する植物 

海域（特に干潟）に生育する重要

な植物への影響が生じるものと考

えられる。 

海域（特に干潟）に生育する重

要な植物への影響が生じるものと

考えられる。 

なお、B 案は A 案と比較して計画

面積が狭く、重要な植物への影響

が少ないものと考えられる。 

△ ○ 

地域を特徴づける 

生態系 

地域を特徴づける生態系への影響

への影響が生じるものと考えられ

る。 

地域を特徴づける生態系への影

響への影響が生じるものと考えら

れる。 

なお、B 案は A 案と比較して計画

面積が狭く、生態系への影響が少

ないものと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい  
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表 4.5-2(3) 環境的要素からの評価 

複数案 

項目 
A 案 B 案 

景観 

景観資源(夫婦岩)の直接改変と

なる。 

また、直接改変でなくても景観

資源や眺望点が対象事業実施区域

の付近に存在したり、視野に入る

ことで、影響が生じる可能性があ

る資源、眺望点として 7 ヶ所が挙

げられると予測された。 

景観資源(夫婦岩)の直接改変と

なる。 

また、直接改変でなくとも、景

観資源や眺望点が対象事業実施区

域の付近に存在したり、視野に入

ることで、影響が生じる可能性が

ある資源、眺望点として 7 ヶ所が

挙げられると予測された。 

なお、B 案は A 案と比較して計画

面積が狭く、景観への影響が少な

いものと考えられる。 

△ ○ 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に主要な人と自然との触れ合いの

活動の場の直接改変はない。一方

で、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場のうち、住吉自然公園

については、対象事業想定区域と

道路を挟み、ほぼ近接しており、

同公園に訪れる来訪者に対する影

響が生じるものと予測される。 

予測の結果、A 案及び B 案とも

に主要な人と自然との触れ合いの

活動の場の直接改変はない。一方

で、主要な人と自然との触れ合い

の活動の場のうち、住吉自然公園

については、対象事業想定区域と

道路を挟み、ほぼ近接しており、

同公園に訪れる来訪者に対する影

響が生じるものと予測される。 

なお、A 案より住吉自然公園に近

接する面積が比較的小さい B 案の

方が、主要な人と自然との触れ合

いの活動の場への影響が少ないも

のと考えられる。 

△ ○ 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい  
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表 4.5-2(4) 社会的要素からの評価 

複数案 

項目 
A 案 B 案 

社会的要素 

漁業活動 

・埋立区域は共同漁業権（お

ごのり等）の区域に位置し

ている。 

・埋立区域付近に区画漁業権

（のりひび建養殖業）が存

在している。 

・埋立区域は共同漁業権（お

ごのり等）の区域に位置し

ている。 

・埋立区域付近に区画漁業権

（のりひび建養殖業）が存

在している。 

- - 

利便性 

・陸上から自由にアクセスで

きる既存道路が整備されて

おり、跡地利用が柔軟に対

応可能である。 

・陸上から自由にアクセスで

きる既存道路が整備されて

おり、跡地利用が柔軟に対

応可能である。 

- - 

安全性 

・埋立区域には住吉漁港が隣

接するが、直接影響はない。 

・埋立区域には住吉漁港が隣

接するが、直接影響はない。 

- - 

注）○：別案に比べて影響は低減される 

  △：別案と比べて影響は大きい 

  ―：別案と比べて影響の差は小さい 
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